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§１．点検・損傷度診断概要 

 

1. 概要 

点検・損傷度診断は、「ＣＨＡＰＴ．１業務概要」で示した38橋について、橋梁毎に

必要な情報が得られるように近接目視を主に点検を実施し、取りまとめたものである。 

点検・診断を行うにあたり、参考とした基準を以下に示す。 

 橋梁定期点検要領 平成26年6月 国土交通省 道路局 国道・防災課 
 山梨県橋梁点検要領 平成23年4月 山梨県県土整備部 
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2. 損傷程度の評価 
(1) 損傷の種類 

点検で確認した損傷は、「橋梁定期点検要領」に基づき以下の表-1に示す26種類に

分類した。 

 

表-1 対象とする損傷の種類 

鋼 

①腐食 

③ゆるみ・脱落 

⑤防食機能の劣化 

②亀裂 

④破断 

コンクリート 

⑥ひびわれ 

⑧漏水・遊離石灰 

⑪床版ひびわれ 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑨抜け落ち 

⑫うき 

その他 

⑬遊間の異常 

⑮舗装の異常 

⑰その他 

⑭路面の凹凸 

⑯支承の機能障害 

共通 

⑩補修・補強材の損傷 

⑲変色・劣化 

21 異常な音・振動 

23 変形・欠損 

25 沈下・移動・傾斜 

⑱定着部の異常 

⑳漏水・滞水 

22 異常なたわみ 

24 土砂詰り 

26 洗掘 

 

(2) 損傷程度の評価 

損傷の程度について、「橋梁定期点検要領」付録-1 損傷評価基準(章末資料-1参照)

に基づき、損傷の種類毎に評価した。以下の表-2に、損傷程度の評価概要を示す。 

 

表-2 損傷程度の評価概要 

区分 損傷の程度 

ａ 損傷なし 

ｂ 損傷 小 

 

 

損傷 大 

ｃ 

ｄ 

ｅ 
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3. 対策区分の判定 
損傷に対する対策区分の判定について、「橋梁定期点検要領」付録-2 対策区分判定

要領(章末資料-2参照)を参考にしながら、以下の表-3のように判定を行った。 

 

表-3 対策区分の判定区分 

判定区分 判定内容 

Ａ０ 点検の結果から損傷は認められない(山梨県独自の判定区分)。 

Ａ 損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある。 

Ｃ１ 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

Ｃ２ 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

Ｅ１ 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

Ｅ２ その他、緊急対応の必要がある。 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある。 

Ｓ１ 詳細調査の必要がある。 

Ｓ２ 追跡調査の必要がある。 

対策区分の判定の基本的な考え方は、以下のとおりとする。 

Ａ０：少なくとも点検で知りうる範囲では、損傷が認められない状態をいう。 

Ａ ：損傷が軽微で補修の必要がない状態をいう。 

Ｂ ：損傷があり補修の必要があるものの、損傷の原因、規模が明確であり、直ちに

補修するほどの緊急性はなく、放置しても少なくとも次回の定期点検まで(＝5

年程度以内)に構造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断できる状

態をいう。 

Ｃ１：損傷が進行しており、耐久性確保(予防保全)の観点から、少なくとも次回の定

期点検まで(＝5年程度以内)には補修等される必要があると判断できる状態を

いう。なお、橋梁構造の安全性の観点からは直ちに補修するほどの緊急性はな

いものである。 

Ｃ２：損傷が相当程度進行し、当該部位、部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁

構造の安全性の観点から、少なくとも次回の定期点検まで(＝5年程度以内)には

補修等される必要があると判断できる状態をいう。 

Ｅ１：橋梁構造の安全性が著しく損なわれており、緊急に処置されることが必要と判

断できる状態をいう。 

Ｅ２：自動車、歩行者の交通障害や第三者等への被害の恐れが懸念され、緊急に処置

されることが必要と判断できる状態をいう。 

Ｍ ：損傷があり、当該部位、部材の機能を良好な状態に保つために日常の維持工事

で早急に処置されることが必要と判断できる状態をいう。 

Ｓ１：損傷があり、補修等の必要性の判定を行うにあたって原因の確定など詳細な調

査が必要と判断できる状態をいう。 

Ｓ２：詳細調査を行う必要性はないものの、追跡調査が必要と判断できる状態をいう。 
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4. 健全性の診断 
(1) 部材単位の診断 

部材単位の健全性の診断について、「橋梁定期点検要領」に基づき、損傷の種類毎

に、以下の表-4のように診断を行った。 

 

表-4 健全性診断の判定区分 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措

置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ず

べき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

判定区分のⅠ～Ⅳに分類する場合の措置の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態をいう 

Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう 

Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう 

Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態をいう 

 

「健全性の診断」と「対策区分の判定」は、あくまでそれぞれの定義に基づいて独

立して行うことが原則であるが、一般には次のような対応となる。 

「Ⅰ」：Ａ、Ｂ 

「Ⅱ」：Ｃ１、Ｍ 

「Ⅲ」：Ｃ２ 

「Ⅳ」：Ｅ１、Ｅ２ 

 

(2) 橋梁毎の診断 

橋梁毎の健全性の診断について、「橋梁定期点検要領」に基づき、橋梁単位での総

合的な評価として表-4のように診断を行った。 

部材単位の健全度が橋梁全体の健全度に及ぼす影響は、構造特性や架橋環境条件、

当該橋梁の重要度等によっても異なるため、「対策区分の判定」及び所見、あるいは

「部材単位の診断」の結果なども踏まえて、橋梁単位で表-4の判定区分の定義に則っ

て総合的に判断した。 

一般には、構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい評価で

代表させることができる。 
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§２．健全性評価指数 

 

健全性の評価方法は過去の橋梁点検業務に準拠し、健全性評価指数を算出した。 

これは、主要部材(損傷を放置しておくと橋の架け替えに至る恐れがある部材)である、

主構(本体)、主構(塗装)、床版及び下部工と支承を加えた5項目を対象としている。 

ここで、上記の5項目についての損傷程度を、以下の表-5に示すように数値化し、そ

れぞれ重み係数0.2を掛け、その平均値を健全性評価指数とした(表-6参照)。 

なお、損傷程度の点数に関わりなく、「緊急対応の必要がある」Ｅ１もしくはＥ２判

定の損傷が存在する場合は、健全性評価指数＝0.00点と評価され、第三者災害の恐れが

あり緊急対応が必要と判断される防護柵や舗装の損傷については評価の対象となる。 

以上より、点数は1.00～0.00の範囲となり、0.00点の場合はＥ１もしくはＥ２の損傷

があると判断でき、それ以外の場合は0.20点が最低点となる。点数が小さい程多くの項

目に損傷が見られ、程度が進行していると判断できる。 

 

表-5 損傷程度の数値化 

区分 数値化した損傷程度 

ａ 5 

ｂ 4 

ｃ 3 

ｄ 2 

ｅ 1 

 

表-6 健全性評価指数の算出方法 

評価対象 算出方法 

・ 主構(本体) 

・ 主構(防食機能) 

・ 床版 

・ 下部工 

・ 支承 

5
ni0.2α

5

1i


=

××  

ここに、 

ni：評価項目iの点数 

α：対策区分の判定区分でＥ１もしくはＥ２が1

つでもあれば0.00、なければ1.00 

0.2：重み係数 

※ 5つの評価項目が揃わない橋梁形式の場合は、

無い評価項目をni＝5点(満点)とする 
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Ｂ

5橋

13%

Ｍ

17橋

45%

Ｃ１

15橋

39%

Ｓ１

1橋

3%

Ⅰ

29橋

76%

Ⅱ

9橋

24%

§３．損傷度診断結果 

 

1. 診断結果の総括 

損傷度診断結果を表-7及び表-8に示す。 

本点検の診断結果においては、Ｃ２(Ⅲ)判定以上の損傷はないという結果となった。

しかし、黄皮沢橋、舟場橋及び久保橋のように予防保全的な補修というよりは対症療法

的な補修が必要な状態になっている橋梁が見受けられた。長寿命化計画における優先順

位の変更や長寿命化計画とは別対応を取るなどの対策が必要である。Ｓ１となったのは

大原橋であり、舗装のひびわれについての判定である。 

 

表-7 対策区分の判定結果 

判定区分 判定の内容 橋梁数

Ａ０ 点検の結果から損傷は認められない。 0

Ａ 損傷が軽微で補修を行う必要がない。 0

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある。 5

Ｃ１ 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 15

Ｃ２ 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 0

Ｅ１ 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 0

Ｅ２ その他、緊急対応の必要がある。 0

Ｍ 維持工事で対応する必要がある。 17

Ｓ１ 詳細調査の必要がある。 1

Ｓ２ 追跡調査の必要がある。 0  

表-8 健全性の診断結果 

定義 橋梁数

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 29

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態。
9

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置

を講ずべき状態。
0

Ⅳ 緊急処置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
0

区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 対策区分の判定結果        図-2 健全性の診断結果 
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0010 森の沢橋 Ｃ 0.52 Ｃ１ 0.72 Ⅰ 2011/2 (株)サンポー

0020 黄皮沢橋 Ｃ 0.36 Ｃ１ 0.56 Ⅱ 2010/12 (株)サンポー

0030 マガ久保沢橋 Ｃ 0.72 Ｍ 0.72 Ⅰ 2010/12 (株)サンポー

0040 上の山橋 Ｃ 0.68 Ｂ 0.68 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0050 上の山2号橋 Ｍ 0.36 Ｍ 0.36 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0060 久保坂橋 Ｃ 0.68 Ｂ 0.56 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0100 御幸橋 Ｍ 0.56 Ｃ１ 0.68 Ⅰ 2010/12 (株)サンポー

0110 舟場橋 Ｃ 0.40 Ｃ１ 0.36 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

0130 五ヶ堰橋 Ｍ 0.76 Ｂ 0.68 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0140 十王堂橋 Ｃ 0.44 Ｂ 0.60 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0150 松葉橋 Ｍ 0.56 Ｃ１ 0.56 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0160 大原橋 Ｃ 0.48 Ｓ１ 0.64 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

0170 三口橋 Ｍ 0.52 Ｍ 0.52 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0200 向田橋 Ｂ 0.76 Ｍ 0.68 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0210 向田2号橋 Ｃ 0.72 Ｍ 0.88 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0220 一ノ瀬橋 Ｍ 0.80 Ｍ 0.60 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0230 二ノ瀬橋 Ｍ 0.52 Ｍ 0.52 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0240 九鬼橋 Ｍ 0.72 Ｍ 0.68 Ⅰ 2010/11 (株)サンポー

0250 無名 Ｃ 0.76 Ｍ 0.64 Ⅰ 2010/12 (株)サンポー

0260 高川橋 Ｍ 0.52 Ｃ１ 0.36 Ⅱ 2010/3 (株)サンポー

0270 古宿橋 Ｍ 0.60 Ｍ 0.60 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0360 赤羽根橋 Ｃ 0.44 Ｃ１ 0.52 Ⅰ 2010/12 (株)サンポー

0370 和田橋 Ｍ 0.48 Ｍ 0.32 Ⅰ 2011/2 (株)サンポー

0380 瀬木橋 Ｃ 0.20 Ｍ 0.32 Ⅰ 2010/12 (株)サンポー

0390 宮の脇橋 Ｂ 0.84 Ｂ 0.76 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0400 樋の口橋 Ｍ 0.88 Ｍ 0.72 Ⅰ 2010/3 (株)サンポー

0480 本沢1号橋 Ｃ 0.52 Ｍ 0.32 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

0520 けいごや橋 Ｃ 0.60 Ｃ１ 0.44 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

0590 剣橋 Ｃ 0.56 Ｍ 0.40 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

0690 丹保第1号橋 Ｃ 0.36 Ｃ１ 0.36 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

0700 丹保第2号橋 Ｃ 0.52 Ｃ１ 0.32 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

0710 久保橋 Ｃ 0.52 Ｃ１ 0.24 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

0940 深田下橋 Ｃ 0.64 Ｃ１ 0.64 Ⅰ 2011/2 (株)サンポー

0950 平栗橋 Ｃ 0.92 Ｃ１ 0.64 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

1040 けだし橋 Ｂ 1.00 Ｍ 0.88 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

1050 前田橋 Ｃ 0.84 Ｍ 0.80 Ⅰ 2010/2 (株)ブレーンズ

1200 新住吉橋 Ｃ 0.48 Ｃ１ 0.20 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

1810 大輪橋 Ｃ 0.44 Ｃ１ 0.20 Ⅱ 2010/2 (株)ブレーンズ

判定

区分

健全性

指数

判定

区分

健全性

指数

健全性

診断

橋梁

番号
橋梁名称 前回点検者名

前回点検時

損傷度診断

本業務

橋梁毎の損傷度診断結果と健全性評価指数の算出結果を以下の表-9に示す。また、各

橋梁における部材毎の診断結果について次ページの表-10に示す。 

なお、損傷の状況などを記録した写真帳、損傷の位置を示した損傷図等の橋梁毎の点

検結果については、「ＣＨＡＰＴ．８ 橋梁点検調書」において取りまとめを行ってい

るので参照されたい。 

表-9 橋梁毎の診断結果一覧表 
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表-10　損傷度診断結果一覧表

対
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区
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区
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性

対
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分

健
全
性
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性
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分

健
全
性
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分
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分
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性
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分

健
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分

健
全
性
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分

健
全
性
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分

健
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性

対
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分

健
全
性

対
策
区
分

健
全
性

対
策
区
分

健
全
性

対
策
区
分

健
全
性

0010 森の沢橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.72 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 防護柵 その他(防護柵不備)

0020 黄皮沢橋 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.56 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 主桁 ひびわれ

Ｃ１ Ⅱ 主桁 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 主桁 漏水・遊離石灰

Ｃ１ Ⅱ 床版 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 漏水・遊離石灰

Ｃ１ Ⅱ 床版 床版ひびわれ

Ｃ１ Ⅱ 防護柵 その他(防護柵不備)

Ｃ１ Ⅱ 舗装 舗装の異常

0030 マガ久保沢橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.72 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 その他(不法占用)

Ｍ Ⅱ 舗装 路面の凹凸

0040 上の山橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｂ 0.68 Ⅰ

0050 上の山2号橋 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.36 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 地覆 その他(植物の被覆)

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 排水施設 土砂詰り

0060 久保坂橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｂ 0.68 Ⅰ

0100 御幸橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.68 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 高欄 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

0110 舟場橋 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.36 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 主桁 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 その他(鋼材の露出)

Ｃ１ Ⅱ 橋台 ひびわれ

Ｃ１ Ⅱ 橋台 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 橋台 変形・欠損

Ｃ１ Ⅱ 支承 腐食

Ｃ１ Ⅱ 支承 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 舗装 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 舗装 舗装の異常

Ｃ１ Ⅱ 舗装 異常な音･振動

Ｍ Ⅱ 橋台 その他（土砂堆積）

Ｍ Ⅱ 橋台 その他（植物の被覆）

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 舗装 路面の凹凸

0130 五ヶ堰橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｂ 0.68 Ⅰ

0140 十王堂橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｂ 0.60 Ⅰ

0150 松葉橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.56 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 防護柵 その他(転落防止柵の不備)

0160 大原橋 3 Ａ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｓ１ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｓ１ Ⅱ Ｓ１ 0.64 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 舗装 舗装の異常 詳細調査が必要

0170 三口橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.52 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 その他(不法占用)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り
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0200 向田橋 1 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.68 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

0210 向田2号橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.88 Ⅰ Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

0220 一ノ瀬橋 2 Ｂ Ⅰ - - - 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 3 Ｍ Ⅱ - - - - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.60 Ⅰ Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

Ｍ Ⅱ 舗装 路面の凹凸

0230 二ノ瀬橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.52 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

0240 九鬼橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.68 Ⅰ Ｍ Ⅱ 地覆 その他(植物の被覆)

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 排水施設 土砂詰り

0250 無名 2 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.64 Ⅰ Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 排水施設 土砂詰り

0260 高川橋 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.36 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 支承 腐食

Ｃ１ Ⅱ 支承 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 漏水・滞水

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)

0270 古宿橋 2 Ｂ Ⅰ - - - 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 3 Ａ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｍ 0.60 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 その他(不法占用)

0360 赤羽根橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｃ１ Ⅱ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.52 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 地覆 ひびわれ

Ｃ１ Ⅱ 地覆 変形・欠損

0370 和田橋 4 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ａ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.32 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

0380 瀬木橋 4 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.32 Ⅰ Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 排水施設 土砂詰り

0390 宮の脇橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｂ Ⅰ Ｂ 0.76 Ⅰ

0400 樋の口橋 2 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 3 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.72 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

0480 本沢1号橋 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.32 Ⅰ Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(不法占用)

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)
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0520 けいごや橋 2 Ｃ１ Ⅱ - - - 2 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.44 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 主桁 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 漏水・遊離石灰

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 その他(目地材などのずれ)

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 その他(脱落)

Ｃ１ Ⅱ 防護柵 腐食

Ｃ１ Ⅱ 防護柵 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 防護柵 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 排水施設 土砂詰り

0590 剣橋 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.40 Ⅰ Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

Ｍ Ⅱ 添架物 破断

Ｍ Ⅱ 添架物 その他(継ぎ手部のゆがみ)

0690 丹保第1号橋 4 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｃ１ 0.36 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 床版 剥離・鉄筋露出

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

Ｍ Ⅱ 添架物 変形・欠損

0700 丹保第2号橋 4 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.32 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 支承 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

0710 久保橋 2 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.24 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 主桁 腐食

Ｃ１ Ⅱ 主桁 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 床版 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 床版 その他(豆板)

Ｃ１ Ⅱ 支承 腐食

Ｃ１ Ⅱ 支承 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 腐食

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 防食機能の劣化

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

0940 深田下橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.64 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 防護柵 破断

0950 平栗橋 2 Ｂ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 3 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.64 Ⅰ Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 伸縮装置 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 排水施設 腐食

Ｍ Ⅱ 排水施設 防食機能の劣化

Ｍ Ⅱ 添架物 その他(固定不良)

1040 けだし橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 2 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ - - - 5 Ａ０ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.88 Ⅰ Ｍ Ⅱ 伸縮装置 その他(土砂堆積)
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表-10　損傷度診断結果一覧表
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梁
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対
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地覆 舗装 排水装置 照明施設
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区
分
の
判
定

損
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程
度

1050 前田橋 5 Ａ０ Ⅰ - - - 2 Ｂ Ⅰ 3 Ｂ Ⅰ 2 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ - - - 5 Ａ０ Ⅰ - - - 1 Ｍ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ - - - - - - 1 Ｍ Ⅱ Ｍ 0.80 Ⅰ Ｍ Ⅱ 防護柵 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 排水施設 破断

Ｍ Ⅱ 排水施設 その他(排水管の閉塞)

1200 新住吉橋 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ - - - 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ - - - - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.20 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 橋台 剥離・鉄筋露出

Ｃ１ Ⅱ 支承 腐食

Ｃ１ Ⅱ 支承 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 その他(目地材などのずれ)

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 その他(脱落)

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(植物による被覆)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 伸縮装置 路面の凹凸

Ｍ Ⅱ 防護柵 ゆるみ・脱落

Ｍ Ⅱ 舗装 その他(土砂堆積)

1810 大輪橋 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 5 Ａ０ Ⅰ 1 Ｍ Ⅱ 2 Ｂ Ⅰ 1 Ｃ１ Ⅱ 1 Ｂ Ⅰ 1 Ｂ Ⅰ - - - 1 Ｃ１ Ⅱ Ｃ１ 0.20 Ⅱ Ｃ１ Ⅱ 橋台 その他(土砂流出)

Ｃ１ Ⅱ 支承 腐食

Ｃ１ Ⅱ 支承 防食機能の劣化

Ｃ１ Ⅱ 伸縮装置 漏水・滞水

Ｃ１ Ⅱ 舗装 舗装の異常

Ｍ Ⅱ 橋台 その他(土砂堆積)

Ｍ Ⅱ 支承 土砂詰り

Ｍ Ⅱ 防護柵 変形・欠損

Ｍ Ⅱ 舗装 路面の凹凸
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